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衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
「
平
成
」
の
選
定
過
程
に
関
す
る
文
書
の
保
存
期
間
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
元
号
「
平
成
」
の
選
定
過
程
に
関
す
る
文
書
」
（
以
下
「
本
件
文
書
」
と
い
う
。
）
を
ま
と
め
た
行
政
文
書

フ
ァ
イ
ル
で
あ
る
「
「
平
成
」
改
元
に
係
る
事
務
手
続
の
経
緯
等
関
係
資
料
」
に
つ
い
て
、
当
該
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
作

成
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
で
あ
る
平
成
二
十
六
年
度
の
四
月
一
日
を
保
存
期
間
の
起
算
日
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て

の
事
実
関
係
の
概
要
を
内
閣
府
大
臣
官
房
総
務
課
か
ら
同
府
大
臣
官
房
公
文
書
管
理
課
に
初
め
て
連
絡
し
た
の
は
、
平
成
三

十
年
十
二
月
二
十
一
日
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

「
「
平
成
」
改
元
に
係
る
事
務
手
続
の
経
緯
等
関
係
資
料
」
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法

律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
公
文
書
管
理
法
」
と
い
う
。
）
が
施
行
さ
れ
る
前
に
内
閣
官
房
及
び
旧
総
理
府
に
お
い
て
作
成
さ

れ
、
そ
の
後
、
内
閣
府
に
引
き
継
が
れ
た
本
件
文
書
を
含
む
文
書
を
、
公
文
書
管
理
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

相
互
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
行
政
文
書
と
し
て
平
成
二
十
五
年
度
に
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
作
成
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
で
あ
る
平
成
二
十
六
年
度
の

一



四
月
一
日
を
保
存
期
間
の
起
算
日
と
し
て
保
存
期
間
及
び
そ
の
満
了
す
る
日
を
設
定
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
行
政

文
書
フ
ァ
イ
ル
に
ま
と
め
ら
れ
た
行
政
文
書
の
う
ち
、
本
件
文
書
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
作
成
さ
れ
た
日
の
属
す
る
年
度
の

翌
年
度
の
四
月
一
日
を
保
存
期
間
の
起
算
日
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
、
改
め
て
整
理
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
般
に
、
組
織
の
新
設
・
改
正
・
廃
止
の
場
合
に
は
、
行
政
文
書
の

管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
）
を
踏
ま
え
定
め
ら
れ
た
各
行
政
機
関
の

行
政
文
書
管
理
規
則
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
保
存
要
領
に
基
づ
き
、
適
切
に
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の

引
継
手
続
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
お
り
、
当
該
引
継
手
続
に
お
い
て
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
記
載
事
項

で
あ
る
文
書
作
成
取
得
日
（
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
あ
っ
て
は
、
フ
ァ
イ
ル
作
成
日
）
の
属
す
る
年
度
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

る
期
間
及
び
保
存
期
間
の
起
算
日
が
変
更
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
引
継
ぎ
を
受
け
た
行

政
機
関
に
お
い
て
、
当
該
行
政
機
関
の
行
政
文
書
管
理
規
則
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
標
準
文
書
保
存
期
間
基
準
に
基
づ
き
、

適
切
に
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

二



保
存
期
間
が
満
了
し
た
後
に
お
け
る
本
件
文
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
管
理
法
に
基
づ
き
、
適
切
に
判
断
し
て

ま
い
り
た
い
。

三


